
岩手県告示第231号の２ 

 家畜伝染病のまん延防止に関する規則（昭和38年岩手県規則第45号）第２条の規定により、家畜（及びその死体）、県内の区域

及び高病原性鳥インフルエンザの病原体をひろげるおそれがある物品を次のとおり指定する。 

  平成29年３月24日 

                        岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 家畜  

  鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 

２ 県内の区域 

  一関市真柴字鴻ノ巣、字原下、字堀場、字燕沢、字吉野沢、字蒲沢、字打越、字川戸、字要害、字内ノ目、字小西、字荒屋敷

、字曽根田、字吉ケ沢、字岩下、字宇南田、字枛木立、字中田、字八幡、字的場、字原下、字佐野、字牧田、字藤後沢、字上ノ

前、字亀ノ倉、字上要害、字祈禱、字岩ノ沢、字武奈沢、字宮沢、字新山、字柳沢、萩荘字下モ下釜、字江川南方、字鍋倉、字

谷起島南方、字谷起島西方、字上中田、字境ノ神、字打ノ目、字館下、字小繫、字鈴ケ沢、字大繫、字苅又、字古田、字小名沢

、字上川台、字鹿鼻、字居留、字萱刈、字下川台、字泉山、字雨堤、字要害、字古内、字野手倍、字西黒沢、字川ノ上、字下モ

田、字鹿込、字中島、字梨木平、字羽根橋、字下大桑、字岩城、字上大桑、字霜後、字吉ケ沢、字老流、字下本郷、字上本郷、

字南沢、字大沢、字八森、字 ノ口、字平場、字赤猪子、字外山、字栃倉南、字古釜場、字栃倉、字化粧坂、字曲淵、字谷起、

字松原、字上要害、字馬場、字堂ノ沢、字甘蕨、字天ケ沢、字畑下、字竹際、字川崎、字砂子田、字袋田、字白山田、字山崎、

字江川、字千ノ沢、字西田、字松ケ沢、字西沢、字奥倉、字東沢、字窪田、字高見、字早坂、字向田、字真根沢、字長者原、字

要害山田、字細倉、字長根、字赤坂、字山沢、字大槻、字中樋、字下釜、字黒木、字問答谷地、字朴沢、字館山、字山田、字菅

沢、字下南沢、字西ノ沢、字秋葉、字上忽滑沢、字下忽滑沢、字久保田、花泉町油島字猪岡西、字大石沢、字上柏木、字烏ヶ沢

、字北沢、字南沢、字柳沢、字北ノ沢、字中川南向中島、字五輪下境中島、字三竹、花泉字阿惣沢、字阿惣沢沖、字一本松前、

字上野沢、字狼沢、字大又南沢、字大又前、字大谷地、字上舘、字上百目木、字上原、字鍛治屋、字久伝、字駒場、字小又沢、

字境前、字坂下前、字四左ェ門沢、字繁在家、字田束、字田畑後、字高田、字舘前、字津村沢、字津村沢沖、字築舘前、字天王

沢沖、字天王沢、字土地屋呂沢、字中原、字仁王原、字野田沖、字花立前、字馬場、字早坂沢、字日吉、字山舘前、字養子沢、

字横海道、字門ノ沢、字〆ノ木、字葉野木田、字脇ノ田、字荻ノ沢、字金山沢、字小又南沢、金沢字赤沼沢、字運南田、字城戸

脇、字清水下、字鹿伏、字大門沢、字高峯、字天王前、字寺沖、字大門中田、字峯岸、字中ノ目、字二ノ関、字松ノ木田 

３ 高病原性鳥インフルエンザの病原体をひろげるおそれがある物品 

 (１) 肉、原皮、卵、精液、血液、血粉、骨、毛、羽、腱
けん

、臓器及びふん尿 

(２) 飼料、飼料袋及び飼料槽等の飼養管理器具並びに敷料 

(３) (１)に掲げる物品の運送に使用する容器及び包装資材 


		2017-03-24T05:01:25+0900
	Iwate prefecture




